
関係法令

（昭和 年法律第 号）１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 45 137

（関係部分抜粋）

（定義）

第２条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふ

ん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつ

て、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除

く。）をいう。

（第２条第２項以降省略）

（平成３年法律第 号）２ 資源の有効な利用の促進に関する法律 48

（関係部分抜粋）

（定義）

第２条 この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用され

ずに収集され、若しくは廃棄された物品（放射性物質及びこれによって汚染さ

れた物を除く。）をいう。

２ この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、

エネルギーの供給又は土木建築に関する工事（以下「建設工事」という。）に

伴い副次的に得られた物品（放射性物質及びこれによって汚染された物を除

く。）をいう。

３ （省略）

４ この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用な

ものであつて、原材料として利用することができるもの又はその可能性のある

ものをいう。

５ この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであつ

て、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性の

あるものをいう。

（第２条第６項以降省略）


